
ものづくり企業販路開拓
デジタル化支援事業費補助金

ものづくり企業の販路開拓におけるデジタル化に取り組む
経費の一部を補助します。

募集期間 令和２年１２月１日(火)～１２月１８日(金)１７：００必着

補助対象取組
自社で開発した製品・技術に対して、デジタル技術を
活用した販路開拓に係る取組。

【想定している取組例】
・販路開拓に資する自社ホームページの制作・改修
・自社製品や技術を紹介するＰＲ動画等デジタルコンテンツの作成・充実
・営業目的で生産現場をオンライン公開できる環境の整備
・デジタル営業支援ツール（マーケティング活用、営業履歴・進捗管理、
顧客管理に利用されるシステム等）の導入

補助対象者
三重県内に主たる事務所又は事業所を有する
ものづくり中小企業者
※みなし大企業は除く

補助額
上限１００万円 （補助率１０／１０以内）
※補助対象経費が１００万円未満の場合は、補助対象経費の額が
上限となります。

補助対象期間 交付決定日から令和３年３月２４日（水）まで
※支払いも含めて、補助対象期間内に事業を終了させてください。

補助対象経費

①専門家謝金・旅費、②設備費・システム利用料、③委託費
※販路開拓に直接的につながらないもの（会計・労務システム等）は除く。
※パソコン、タブレット端末、スマートフォン、サーバー等汎用性があり、当該事業
目的外でも使用できる機器は対象としない。

【応募・問い合わせ先】
〒514-8570 三重県津市広明町１３番地
三重県雇用経済部ものづくり産業振興課 担当：大西・仲
電話：059-224-2393 FAX：059-224-2480 Eメール：hanro@pref.mie.lg.jp



申請方法
応募書類を応募先へ郵送又は持参してください。
令和２年１２月１８日（金）１７：００ 必着

【応募・問い合わせ先】
〒514-8570 三重県津市広明町１３番地
三重県雇用経済部ものづくり産業振興課 担当：大西・仲
電話：059-224-2393 FAX：059-224-2480 Eメール：hanro@pref.mie.lg.jp

事業の
審査基準

下記の審査項目に基づき、審査を行い、予算の範囲内で採択します。
（１）目的合致性：
・非対面での商談が定着しつうある状況を踏まえ、自社の製品・技術を
販路開拓するうえで抱える課題を的確に把握しているか。
・その課題を解決することができ、県内で製造された製品の販路開拓に
資する事業計画をなっているか。

（２）内容妥当性：
・事業の実施によって、自社の製品・技術をＰＲするとともに、販路の
開拓及び拡大が期待できるか。
・事業内容において、補助事業者の主体性は確保されているか。
（３）実現可能性：
・事業計画は具体的で、実施方法やスケジュールは妥当か。
（４）経済合理性：
・事業実施に必要かつ適切な事業費の積算になっているか。

応募に
必要な書類

・交付申請書（第１号様式）
・事業計画書（第１号様式の２）
・収支計画書（第１号様式の３）
・役員等に関する事項（第１号様式の４）
・法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票抄本
※写し可

・直近の財務諸表の写し（貸借対照表、損益計算書等）
・県税事務所が発行する納税証明書（滞納がないことの証明）※写し可
・税務署が発行する納税証明書（滞納がないことの証明）※写し可

三重県ホームページからダウンロードしてください。
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031300285.htm

※本事業の詳細については、三重県ホームページの「交付要領」及び「実施
の手引き」にてご確認ください。

https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031300285.htm

